
ぶんにんすい

分割併合作業が容易であるので，この利点を生かして，いろい はし文書電報による執行文書1 の表示印を押す。

ろ復雑な系統をもっ列車がつくられている。また途中駅で編成 イ 文書電報発送簿立案文書が決裁になり，これを発信し

.tt'1減している例が非常に多い。 ょうとするときは，発信者の公印を管理する箇所の公印担務者

途中駅で一部の編成を解JiY:あるいは連絡する場合で，自力運 において，文書電報発送簿に記入のうえ， 前記表示の L文書係1

転可能な編成 i~.1立にまとまっていない場合には，分計Ij併合とは の欄に認印し ， その原議を電報取扱所に提出する。

L 、わなし、。 (2) 一般文書電報

分{井割合する列車の車 i山j編成は，その列車のもととなる編成 立案用紙または，けい紙 ( B 5) に年月日 ・ あて名 ・ 発信者・

と ， それに付加される編成とが，あらかじめ定められており， 標題および本文を漢字および，カナまじ り文で記載し，発信者
前者をl~本編成，後円を付紙編成と呼んでいる。 (二平 隼) が電報取扱所に提出する。

ぶんしょてんぼう 文書電報 文書電鰍とは，公文書ま 4 電報取級所の作用

たは一般文書を，分ち刀きによるカタカナの文章に翻訳して通 (1) 文書を分ち書きによるカタカナに翻訳する。

信する電報て次の 2 積顛がある。 (2) 定められた文書の形式に紙テープをさん孔する。

公文書電報 決般になった立案文占を電報として発信し，送 (3) さん孔テープをテレプリンタにより伝送する。

達するもの (4) 文書電報の着信があったときは， 誤りがないかどうかを
一般文書電報 公文書以外の文書を電報として発信し，送達 検査して，電報の中央上段に L文書電報1 の表示をして配達す

するもの る。(長山舛)
国鉄部内では， 公文 「一一一一一一一一一一一一一寸 ぶんにんすいとういん 分任出納員 分任出納員は，日

書および一般文書は，

事業井]害状により列車

使，汽船便. f'I動車使

または使者により往復

しているが，このうち

には急を要するものも

あり . l]l:柄のみについ

ては，一応電話等によ

り連絡を行なうこと も

できるが， 書;?而を綬受

しないと処湾!できない

場合がある。このよう

な場合に文諮を相手に
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速達する方法として， 同鉄電信回線(テレ プリ Y タ)を利用する

よう考案されたのが文書電報である。その制度の大要は次のと
おりである。

l 利用範聞

本社 ・ 本討肝I脳機関 ・ 支社および支社の地方機関ならびにこ

れらの機関以外の機関で， 支社長または鉄道管J'1l紡長が定める
機関相互間とする。

2 ;f IJ用との制限

送途方法が，文書をカタカナに翻訳して電信で伝迷する方法

であるので，発信する文書には，おのずから制約がある。すな

わち，その内容に (1) 図表 (2) 影像 (3) 特に明確を要す

る固有名凋を伴うもの (4) 秘扱文書がある場合は，文書電報

として発信することができない。

3 利用方法

(1) 公文書電報

7 立祭文書に対する表示 立案者は文書電報により発信し

たい旨を所属文書係主席に届け出る。文書係主席は，その立案

文書が文書電報によって執行することが適当と認められるとき

本国有鉄道法第 48 条に定める現金出納職員の一つであり，出

納員に所属し独立して現金の支払に関し， 出納員の行なう べき

職務の一部を分掌する会計機関である。出納員は，出納役，分

任出納役または *資金前渡分任出納役に所属するものであって，

その担当する業務の内容に応じ， 直収入の出納員， 総括の出納

員，取立ての出納員， 派出払の出納員，資金前渡の出納員.~

直払の出納員および諸給与の出納員に区分される。

これら出納員の任命については， 別に定められたところに従

って指定されることにより ， 辞令を用L 、ないて、それぞれの出納

員に任命されたこととなる。出納員のうち，資金前渡の出納員

および諸給与の出納員については，出納員が直接その支払をす

ることができない場合において ， 出納員から現金の交付を受け，

その支払(控除およびれい入を含む)を担当する機関として分任

出納員の設置が認められている。資金前渡払および諸給与の支

払の場合以外には分任出納員は設置きれない。資金前渡の出納

員に所属する分任出納員を資金前渡の分任出納員，諸給与の出

納員に所属する分任出納員を諸給与の分任出納員といい. l 、ず

れも，資金前渡の出納員および諸給与の出納員を指定する者が

それぞれ指定することにより. 7JIJに辞令を用いないで，これら

分任出納員に任命されたこととなる。

分任出納員は， 出納員から前渡資金または諸給与の支払資金

の交付を受けるときは， 当該出納員に領収書を交付して現金を

受け取るとともに，資金前渡の分任出納員は，その支払をする

ときは受取人から領収証書を受け取ったうえ，これを資金前渡

の出納員に引き継ぐ。諸給与の分任出納員は，支払資金の交付

を受けた場合， お よ び，その支払を した場合は出納整理帳に記

帳し，職員等本人にその支払をするときは，諸給与内訳明細書

等に領収印を受ける。

なお，資金前渡の分任出納員は，必要に応じ，適宜設置され

るのが通常であるが，諸給与の分任出納員については， その性

格上， 常時設置されると考えてよい。(山下正美)


